
乗務中の再度、スマートフォン操作に関するお詫び 

 

平成２８年１２月２日、弊社京田辺営業所（京都京阪バス株式会社への委託営業所）にお

いて、お客様から近鉄新田辺バス停留所から所定の発車時刻より早く出発した（早発）との

ご意見があり、その事実確認および当該乗務員の勤務状況をドライブレコーダーで確認した

ところ、スマートフォンの操作が判明いたしました。 

再度、スマートフォンの不適切な使用事案を発生させましたことを、深くお詫び申し上げ

ます。 

この事案の発生を受け、当社においては、車両へのスマートフォン持ち込みを禁止（１２

月４日付、但し、京田辺営業所は１２月３日付）し、当該乗務員については、京都京阪バス

株式会社の社内規程に基づき、１２月３日付で懲戒解雇処分といたしました。 

 

平成２８年１２月５日 
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